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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

お
得
な
保
険
料
の
口
座
振
替
に
よ

る
納
付
と
前
納
制
度
の
ご
案
内

知
っ
て
い
ま
す
か
？
保
険
料
の

免
除
・
猶
予
制
度

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

　
口
座
振
替
（
預
貯
金
口
座
か
ら
の
引

き
落
と
し
）
や
納
付
書
に
よ
る
前
納
制

度
を
利
用
す
る
と
、
保
険
料
を
お
得
に

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
最
大
２
年
分
（
令
和
４
年
度
は
令
和

６
年
３
月
分
ま
で
）
の
保
険
料
を
ま
と

め
て
納
付
で
き
、
毎
月
納
付
書
で
納
付

す
る
よ
り
、
便
利
で
お
得
に
納
付
が
で

き
ま
す
。

　
ぜ
ひ
「
口
座
振
替
納
付
」
ま
た
は
「
納

付
書
で
の
ま
と
め
払
い
」
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　
ご
希
望
の
方
に
は
申
込
用
紙
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
幡
多
年
金
事
務
所
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。（
蕁

３
４
―

１
６
１

６
音
声
案
内
２
↓
２
押
下
）

口
座
振
替
を
利
用
す
る
こ
と
で
国
民
年

金
保
険
料
を
お
得
に
納
付
で
き
ま
す

★
お
得
①
　

　
口
座
振
替
で
２
年
分
ま
と
め
て
納
付

す
る
と
、
毎
月
納
付
書
で
納
付
す
る
よ

り
最
大
１
万
５
千
８
５
０
円
割
引
さ
れ

ま
す
（
令
和
３
年
度
の
場
合
）
。

★
お
得
②

　
口
座
振
替
で
の
み
利
用
で
き
る
納
付

方
法
が
あ
り
お
得
で
す
。

※
毎
月
納
付
で
あ
っ
て
も
当
月
末
に
引

き
落
と
し
す
る
こ
と
で

５０
円
割
引
さ

れ
ま
す
。

★
お
得
③

　
手
数
料
が
お
得
で
す
。

※
残
高
不
足
で
あ
っ
て
も
、
翌
月
に
も
う
一

度
引
き
落
と
さ
れ
る
た
め
便
利
で
す
。

※
ご
本
人
様
以
外
の
方
の
口
座
か
ら
引

き
落
と
し
す
る
こ
と
が
で
き
便
利
で
す
。

保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替
に
よ
る
２

年
前
納
が
一
番
お
得
で
す

●
６
カ
月
前
納
（
令
和
４
年
４
月
か
ら
９

月
分
）の
場
合
、４
月
末
に
６
カ
月
分

を
一
括
引
き
落
と
し
し
ま
す
。

　
（
令
和
３
年
度
の
保
険
料
は
９
万
８
千

５
３
０
円
、
割
引
額
は
１
千
１
３
０
円
）

●
１
年
前
納
の
場
合
、
４
月
末
に
１
年

分
を
一
括
引
き
落
と
し
し
ま
す
。（
令

和
３
年
度
の
保
険
料
は

１９
万
５
千
１

４
０
円
、
割
引
額
は
４
千
１
８
０
円
）

●
２
年
前
納
の
場
合
、４
月
末
に
２
年
分

を
一
括
引
き
落
と
し
し
ま
す
。（
令
和

３
年
度
の
保
険
料
は

３８
万
２
千
５
５
０

円
、
割
引
額
は
１
万
５
千
８
５
０
円
）

　
各
前
納
の
申
込
期
限
は
、い
ず
れ
も
令

和
４
年
２
月
末
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
各
前
納
の
保
険
料
の
金
額
や
割
引
額

に
つ
い
て
、
令
和
４
年
度
は
変
更
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

〜
前
納
（
２
年
・
１
年
）
の

申
込
を
希
望
さ
れ
る
方
へ
〜

　
令
和
３
年
度
の
申
込
は
す
で
に
終
了

し
て
い
ま
す
。
今
回
の
ご
案
内
に
よ
り

令
和
４
年
２
月
末
ま
で
に
お
手
続
き
を

い
た
だ
く
と
、
令
和
４
年
４
月
分
か
ら

前
納
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
ま
で
の
間
は
定
額
保
険
料
が
引

き
落
と
し
さ
れ
ま
す
の
で
、
毎
月
の
保

険
料
の
納
め
忘
れ
が
な
く
便
利
で
す（
注

‥
す
で
に
納
付
書
に
よ
り
令
和
４
年
３

月
分
ま
で
の
保
険
料
を
納
付
済
み
の
方

は
、
令
和
４
年
４
月
末
か
ら
引
き
落
と

し
が
開
始
さ
れ
ま
す
）
。

　
納
付
書
で
の
ま
と
め
払
い
に
よ
る
割
引

は
い
つ
で
も
申
込
が
で
き
ま
す
（
割
引
額
は

口
座
振
替
納
付
の
場
合
と
異
な
り
ま
す
）。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
蕁

４
３
―

２
８
０
０

 
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
２
係

蕁

５
５
―

３
７
０
１

 
日
本
年
金
機
構 

幡
多
年
金
事
務
所

蕁

３
４
―

１
６
１
６

　
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、
万

一
、
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の

事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
保

険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保

険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制
度
（

５０
歳
未
満
）
」
が
あ
り
ま
す
。

　
２
月
中
旬
以
降
、
日
本
年
金
機
構
幡

多
年
金
事
務
所
か
ら
順
次
お
知
ら
せ
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
内
容
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　
同
封
さ
れ
て
い
る
ハ
ガ
キ
形
式
の
「
国

民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申
請

書
」
に
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
ポ
ス

ト
に
投
函
す
る
こ
と
で
、
令
和
３
年
度

分
（
令
和
３
年
７
月
か
ら
令
和
４
年
６

月
分
）
の
免
除
・
納
付
猶
予
を
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
学
生

の
方
や
令
和
３
年
６
月
以
前
の
期
間
の

免
除
・
納
付
猶
予
に
つ
い
て
は
、
今
回

送
付
さ
れ
る
申
請
書
で
は
申
請
で
き
ま

せ
ん
。
申
請
を
忘
れ
て
い
た
期
間
が
あ

る
方
は
、
左
記
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
蕁

４
３
―

２
８
０
０

 
佐
賀
支
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地
域
住
民
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総
合
窓
口
第
２
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蕁

５
５
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３
７
０
１

 
日
本
年
金
機
構 

幡
多
年
金
事
務
所

蕁

３
４
―

１
６
１
６

相談 教育 スポーツ・健康


